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基本的な考え

 当社は、公共性の高い携帯電話サービスを提供する事業者として携帯電話
不正利用防止法等の規律を遵守するとともに、迷惑SMS・メール対策や携帯
電話の本人確認の厳格な運用を通じ、特殊詐欺の防止・不正利用の対策に
取り組んでおります

 昨今の特殊詐欺の発生状況等から、不正利用対策に有効な規律の見直しは
実施すべきと考えますが、事業者の自主的取組みで対応可能な対策、利用者
の利便性を損なう恐れのある対策については、関係者の意見を十分に踏まえた
検討をお願いいたします

 当社では、法令の規律に加え、業界団体（TCA）の自主基準を踏まえ自主的
なルールを定めて運用しており、規律の見直しを行った場合も大きな影響は
想定しておりません

 なお、規律の見直しにあたり、システム開発等、対応時間を要する対策は、十分
な移行期間の確保をお願いいたします
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（参考）SIMの不正転売に関する注意喚起

【店頭ツール掲示】 【重要事項説明】
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２. 法人の代理権（在籍確認）

 当社は現状、委任状により来店者が法人代理権を有することの確認、又は名刺若しく
は社員証により来店者の在籍確認を実施

 営業担当者（アカウントマネージャー）が対応する法人契約の場合、原則として法人
の事業所を訪問して手続きを行うため、不正契約の可能性は低く、また来店者に求め
られる書類が分かりづらいとの問題は基本的に発生しないと考える

 一方、店頭窓口で手続きを行う法人契約の場合、分かりやすさ向上の観点から、来店
者に求められる書類の要件を事業者間で統一することは考え得る
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３. 他社の本人確認結果への依拠

 当社は現状、他社の本人確認結果への依拠による本人確認は実施していない
 当社では、アメリカ国立標準技術研究所（NIST）ガイドライン等を参考に、身元確認・
当人認証に関する独自ガイドラインを策定しており、その後もフィッシング被害発生等の
状況に応じて各サイトにおける身元確認/当人認証の対応レベルを常に見直している

 他社の本人確認結果への依拠については、依拠先の本人確認（身元確認の保証レベ
ル）、契約者の同一性確認（当人認証の保証レベル）が適切に行われない場合、なり
すまし等不正申込の発生がリスクとして想定されるため、慎重な検討が必要

 そのため、①依拠先における適切な本人確認や本人確認記録の最新化の担保、②依
拠元における適切な本人同一性確認について、適切な方法が実現可能か十分な検討
が必要

【当社における取組み事例】
• 身元確認：JPKIの導入、対面受付時におけるお客様容貌確認 等
• 当人認証：回線認証の適切な利用、パスキー認証の必須化 等
• フェデレーション：dアカウント連携を行うパートナー向けガイドラインの説明 等

【検討を要するポイント例】
① 依拠先の身元確認の保証レベルの確認と依拠可能な期間
（金融サービスでは、都度の本人確認が求められている）

② 非対面での依拠先の契約者と依拠元との契約者の同一性の確認手段
（SMS認証はフィッシング詐欺で突破されている事例が広く知られている）
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４. 追加回線の本人確認

 当社は現状、2回線目以降の契約について、基本的には音声・データ通信契約に関わら
ず、1回線目と同様に本人確認書類の提示による本人確認を実施

 例外として、Webサイトにおけるワンナンバーサービス・副回線サービスの申込みにおいて、
ID/PASS等による本人確認を実施

 ID/PASS等による本人確認はなりすましの可能性があるリスクを認識しているが、音声
SIMとのペアリングを前提とするウェアラブルデバイスの利用についてお客様利便性が下がる
懸念があり、例外規定の整理を検討することも一考

 その場合、例外規定においては、当面ID/PASS等による本人確認を認めたうえで、不正
契約の発生のモニタリングを前提とすることを要件とすること等が考え得る
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５. 上限契約台数

 当社は現状、TCA自主基準に則り個人名義における音声SIMの上限契約台数を
5台としている

 TCA自主基準を準用し、データSIM及びウェアラブルデバイスについてもそれぞれ上限
契約台数を設定

 上限契約台数のルール化を行う場合、TCA自主基準を踏まえたルール化が考え得る
 TCA自主基準の拡充対応（データSIMの上限契約台数設定、音声SIM上限契約
台数の変更）も考え得るが、あくまでTCA自主基準であり制度的担保とはならない
可能性がある

 上限契約台数のルール化を行う場合、例えば世帯主が契約者となり家族全員分を契約
することが不可となるケースが発生し得るため、十分な周知期間を設けたうえでの対応等
をお願いしたい
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６. データSIMの本人確認

 当社は現状、TCA自主基準に則り音声契約と同一方法での本人確認を実施
 データSIMは現状携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務の対象外だが、
固定IP電話の転送役務を用いた詐欺電話や、メール・SMS送信等によるフィッシング
詐欺への悪用は考え得るところであり、規律の強化は一定の効果が見込まれると考える

 仮にデータSIMを本人確認義務対象とする場合、MVNO等の関係事業者意見も踏ま
えたルール化の検討及びシステム対応等の十分な移行期間の設定が必要

 またデータSIMは、IoT機器利用や訪日外国人利用等、利用用途が多岐に渡るため、
SIM利用の利便性と犯罪等の悪用可能性とのバランスを考慮した検討が必要

 SMS付・SMS無データSIM双方とも犯罪等の悪用可能性があることは変わらないため、
SMS機能有無に応じて本人確認方法の整理を分けることは不要と考える
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（参考）本人確認の基本的要素

（出典）デジタル庁 本人確認ガイドライン改定方針 令和6年度とりまとめ（案）（デジタル庁、2025年3月）
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic page/field ref resources/058ea13e-58e4-
4e77-b18f-24833a65c7b1/c543b091/20250304 meeting identification-guideline-
revision outline 01.pdf
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（参考）身元確認の保証レベル

（出典）デジタル庁 本人確認ガイドライン改定方針 令和6年度とりまとめ（案）（デジタル庁、2025年3月）
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic page/field ref resources/058ea13e-58e4-
4e77-b18f-24833a65c7b1/c543b091/20250304 meeting identification-guideline-
revision outline 01.pdf
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（参考）当人認証の保証レベル

（出典）デジタル庁 本人確認ガイドライン改定方針 令和6年度とりまとめ（案）（デジタル庁、2025年3月）
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic page/field ref resources/058ea13e-58e4-
4e77-b18f-24833a65c7b1/c543b091/20250304 meeting identification-guideline-
revision outline 01.pdf
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（参考）フェデレーションの対策基準

（出典）デジタル庁 本人確認ガイドライン改定方針 令和6年度とりまとめ（案）（デジタル庁、2025年3月）
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic page/field ref resources/058ea13e-58e4-
4e77-b18f-24833a65c7b1/c543b091/20250304 meeting identification-guideline-
revision outline 01.pdf
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